
右
の
①
②
両
方
に
該
当
し
、
６
月
10
日
に
お
送
り
し
た
納
税

通
知
書
１
枚
目
の
「
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
」
欄(

下
図
参

照)

に
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
10
月
に
支
給
さ
れ
る

公
的
年
金
か
ら
、
平
成
21
年
度
市
・
県
民
税(

公
的
年
金
に
課

税
さ
れ
る
分
の
２
分
の
１
の
額)

の
引
き
落
と
し
が
始
ま
り
ま

す
。
こ
の
欄
に
記
載
が
な
い
か
た
は
引
き
落
と
し
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
引
き
落
と
し
さ
れ
る
年
金
と
年
金
支
払
者
は
納
税

通
知
書
４
枚
目
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市
民
税
課

(

８
６
６)

２
０
５
５

納税通知書４枚目

６月にお送りした納税通知書１枚目

①
一
つ
の
公
的
年
金
で
年
額
18
万
円
以
上
受
給
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
か
た(

基
準
日
は
毎
年
４
月
１
日)

②
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
て
い
る
か
た

対
象
に
な
る
か
た
は
…

公
的
年
金
に
課
税
さ
れ
る

市
・
県
民
税
を
10
月
か
ら
の

年
金
か
ら
引
き
落
と
し

問
い
合
わ
せ

平成21年10月・12月、平成
22年２月に支給される年金か
ら引き落としされる税額を書い
ています。この欄に数字が書か
れていない場合は、年金からの
引き落としはありません。

引き落としされる年金の名称を
書いています。

平成22年４月・６月・８月に支
給される年金から引き落としさ
れる税額を書いています。10
月以降に引き落としされる税額
は、来年６月にお送りする納税
通知書でお知らせします。

「公的年金からの特別徴収」欄

「特別徴収対象年金」欄

「仮徴収税額」欄

引き落としされる年金の支払者
を書いています。

「支払者」欄

●
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
る
市
・
県
民
税
は
、
普
通

徴
収(

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付)

で
の
納
付
方
法

を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
年
の
途
中
で
秋
田
市
外
へ
転
出
し
た
り
、
公
的
年

金
に
課
税
さ
れ
る
市
・
県
民
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
り
し
た

と
き
な
ど
は
、
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
が
中
止
に
な

り
、
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

●
市
・
県
民
税
の
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
の
導
入
は
、
納
付

方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

みほん

みほん
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広報あきた　平成21年10月２日号

平
成
15
年
４
月
２
日
〜
16
年
４
月

１
日
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん

午
後
１
時
20
分
〜
２
時

対

象

用
意
す
る

も
の

来
年
小
学
校
に
入
学
す
る
お
子
さ
ん
を
対
象

に
、
下
表
の
日
程
で
就
学
時
健
康
診
断
を
行
い

ま
す
。
対
象
に
な
る
お
子
さ
ん
に
10
月
20
日
(火)

こ
ろ
に
「
就
学
時
健
康
診
断
票
」
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
お
住
ま
い
の
学
区
の
小
学
校
ま
た
は

指
定
す
る
会
場
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

事
情
に
よ
り
指
定
会
場
以
外
で
受
診
を
希
望

す
る
場
合
は
、
診
断
票
が
届
い
た
後
に
学
事
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

(

８
６
６)

２
２
４
３

受
付
時
間

①
就
学
時
健
康
診
断
票

②
母
子
健
康
手
帳

直
接
支
払
制
度
は
、
高
額
な
出
産
費
用
を
準
備
し
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
、

出
産
育
児
一
時
金
を
市(

国
民
健
康
保
険)

か
ら
分
娩
機
関
へ
直
接
支
払
う
制
度

で
す
。
利
用
す
る
か
た
は
分
娩
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

出
産
費
用
が
42
万
円(

ま
た
は
39
万
円
。
注
１
を
参
照
。
以
下
同
じ)
を
超
え

た
場
合
は
、
超
え
た
分
を
分
娩
機
関
に
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
出

産
費
用
が
42
万
円
未
満
の
場
合
は
、
そ
の
差
額
を
申
請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

左
記
の
窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

直
接
支
払
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
か
た
が
出
産
し
た
と
き
に
支
給
す

る
出
産
育
児
一
時
金
が
、
10
月
１
日
の

出
産
か
ら
、
１
児
あ
た
り
38
万
円
か
ら

42
万
円(

注
１)

に
な
り
ま
し
た
。

問い合わせ 介護・高齢福祉課 (866)2069

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

②
出
産
費
用
の
領
収
証
な
ど

③
世
帯
主
名
義
の
預
金
通
帳
な
ど(

口
座
確
認
の
た
め)

国
保
年
金
課
、
市
民
課
、
土
崎
支
所
、
西
部
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

河
辺
・
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー
、
岩
見
三
内
・
大
正
寺
連
絡
所

用
意
す
る
も
の

＊
直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
な
い
か
た
…
出
産
費
用
の
全
額
を
、
分
娩
機
関
へ

い
っ
た
ん
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
出
産
後
に
左
記
の
窓
口
で
出
産
育
児

一
時
金
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

介護保険に加入しているかたに対する住宅改修費

(介護予防分を含む)と、腰掛け便座や入浴台などの

特定福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費

用の全額を支払った後に市に申請して保険給付(９

割)を受けるという「償還払い」を原則としています。

10月から始まった「受領委任払制度」は、利用

者の支払いが初めから１割で済むようにして一時

的な負担を軽減するものです(残りの９割は市が業

者へ直接支払います)。なお、これまでの「償還払

い」を利用することもできます。

申
請
窓
口国

保
年
金
課
給
付
担
当
┒(

８
６
６)

２
０
９
８

問
い
合
わ
せ

出産育児一時金が
42万円にアップ！

国民健康保険加入者のかた

注
１
…
産
科
医
療
補
償
制
度(

分
娩
時
に
赤
ち
ゃ
ん
が

重
度
の
脳
性
ま
ひ
に
な
っ
た
場
合
に
補
償
す
る
制
度)

に
加
入
し
て
い
る
分
娩
機
関
で
出
産
し
た
場
合
の
金

額
で
す
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
１
児
あ
た
り
39
万
円

に
な
り
ま
す
。

住宅改修・福祉用具購入費の
受領委任払制度を10月から開始

介護保険に加入しているかた

住宅改修費も特定福祉用具購入費もこれまでと

申請方法は変わりません。ただし、受領委任払制

度を利用できる業者は、市に登録した「受領委任

払制度取扱業者」に限られていますので、受領委

任払制度を利用して改修・購入する際はご注意く

ださい。受領委任払制度取扱業者は、市役所福祉

棟２階の介護・高齢福祉課にあるリストか、市ホ

ームページでご確認ください。

http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/

受領委任払制度を利用するときは
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